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［看護学⽣等修学資⾦制度の拡充について］
［３つの拡充を反映した R7年度申請が間もなく開始します］

南砺市⽴医療機関（病院・診療所・訪問看護ステーション）に、看護師、保険師、薬剤師として勤

務する意思のある学⽣を応援するための修学資⾦の貸与制度(無利⼦）を今年も拡充します︕

間もなく前期募集開始︕

■内容説明

１ 基本スキーム
（１）貸与額

（２）返還免除
以下のいずれも満たせば、修学資⾦の全額を返還免除
条件１︓養成施設を卒業後、2年以内に免許を取得、市⽴医療機関に勤務する
条件２︓市⽴医療機関に正職として5年間（薬剤師は10年間）勤務すること

２ これまでの制度改正の履歴
【令和４年度】 ①薬学⽣の追加、②地域要件の撤廃
【令和５年度】 ①活躍応援資⾦（市⽴医療機関就職時に最⼤15万円を追加貸与）
【令和６年度】 ①⾼度な知識を修得するため⼤学院へ進学される場合も貸与対象へ
【令和７年度】 以下３のとおり

３ 令和７年度における３つの制度拡充
（１）初回貸与額の増額（薬学⽣＋看護学⽣）

教材等の費用に充てられるよう初回の貸与に限り、通常の貸与額に５万円を上乗せします。
（２）併用規定の緩和（看護学⽣）

・富⼭県看護学⽣修学資⾦との併用を可能にします。
・併用された場合、南砺市における通常の貸与額から富⼭県看護学⽣修学資⾦の貸与額を
控除した残額を貸与します。

（３）返還免除要件の緩和（看護学⽣）
・市⽴医療機関に３年以上勤務された後、引き続き、市内の⺠間医療機関に再就職された
場合に限り、再就職先での勤務期間と市⽴医療機関での勤務期間の合計が５年に達した
ならば、修学資⾦の1/2について返還を免除します。

４ 募集期間
R7年度募集の詳細は、３⽉上旬に南砺市ＨＰに掲載します。
（いずれもＱＲコードからの電⼦申請）

【前期募集】 R7.3.15〜R7.4.20
【後期募集】 R7.4.15〜R7.5.20

職種 ⽉額貸与額 累計貸与額
看護学⽣ ５万円／⽉ ２４０万円（４年制の場合）
薬学⽣ １０万円／⽉ ７２０万円（６年制）
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